
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

調理師免許 ① 　　　２９ 人 　　　２９人

人 技術考査 ② 29人 28人
人 食育ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ ② 27人 27人

0 0 0 0
0

％
■卒業者に占める就職者の割合

％

（平成 29

2 名 5 ％

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ

http://www.shuho264.com/

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

■中退防止・中退者支援のための取組
カウンセリング，転科

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　無
※有の場合、制度内容を記入

■専門実践教育訓練給付：　　　　非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　　　無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

平成30年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率
平成29年4月1日時点において、在学者４４名（平成29年4月1日入学者を含む）
平成30年3月31日時点において、在学者４２名（平成30年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

進路変更

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③の
いずれかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得する
もの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄
（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

： 93
■その他
・進学者数：　　　　　　　　　　　　０人

年度卒業者に関する

■就職者数 27 人
■就職率　　　　　　　　　： 100

■就職指導内容
生徒全員との個人面談，卒業生講話・相談会，企業が求める
人材等の講演会

■卒業者数 29
■就職希望者数 27

県内各種料理コンテスト　　　調理技術コンクール
欠席が続く場合、家庭と連絡を取る。欠席が多いとか問題が
ある場合は３者面談を実施。

■サークル活動： 有

就職等の
状況※２

■主な就職先、業界等（平成２９年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
(株)プリンスホテル，(株)つるやホテル，(株)常磐ホテル，日清
医療食品(株)，新日本産業(株)，(株)ASフーズ，(株)イーファイ

（平成29年度卒業者に関する平成30年5月1日時点の情報）

長期休み

■学年始：　４月上旬
■夏　 季：　７月下旬～８月下旬
■冬　 季：１２月下旬～１月上旬
■学年末：　３月下旬

卒業・進級
条件

学則に定める全ての教科・科目を履修し全てを修得する。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

■個別相談・指導等の対応

学期制度
■１学期：４月１日～  ７月３１日
■２学期：８月１日～１２月３１日
■３学期：１月１日～３月上日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
試験を(７０点満点)，授業態度(20点)、出席点(10点)の合計
100点満点の成績とする。

６０人 ４２人 ０人 ５人 ３６人 ４１人

　　　時間 時間
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2 昼間 1830時間 930時間 　　時間 900時間

認定年月日 平成27年2月17日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

衛生 衛生専門課程 専門調理技術科
平成19年文部科学省

告示第20号
0

学科の目的 調理師法に基づき、調理の専門知識、技術及び衛生管理の教育をせしめ、優秀な調理師の養成を目的とする。

055-242-2223
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人古屋学園 平成16年9月30日 古屋　貞良
〒400-0844
山梨県甲府市中町264番地

（電話）

山梨秀峰調理師専門学
校

平成16年9月30日 古屋　貞良
〒400-0844
　山梨県甲府市中町264番地

（電話） 055-242-2223

（別紙様式４）

平成30年10月1日※１
（前回公表年月日：平成27年5月1日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地



種別

③

③

①

③

②

②

①

③

②

②

（年間の開催数及び開催時期）

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
校外実習の授業は、生徒が卒業後、職に就きたい調理分野(和食、洋食、中国料理）で働きたい形態(ホテルのレストラン、
集団調理の給食センター，個人の飲食店）といった生徒個々の希望に応じた企業での校外実習を行い、現場体験をさせ
ている。そこの現場では何が求められているのかを生徒は学ぶ。また、学校として校外実習の期間中に教えて欲しいこと
を現場の責任者と本校の担当者が綿密に打ち合わせて校外実習を実施している。

（開催日時（実績））
第１回　平成２９年９月１２日　１５：００～１６：５０
第２回　平成３０年２月２０日　１５：００～１６：００

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。
平成28年度に開いた委員会の中で、ホテル等の現場では真空調理をしているという意見を聞いて、平成29年度の実習の
授業に特別講師としてホテルの料理長を招いて真空調理の授業を取り入れている。それまでは本校の講師で真空調理の
授業は行った事がなかった。

小沢　文子 本校職員
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回　（９月、２月）

佐藤　一照
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

矢野　博文 本校職員
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

山形　正喜 山梨県美容専門学校
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

三枝　正雄 山城地区自治会
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

内藤　　徹 卒業生
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

田草川　憲夫
山梨学院短期大学食物栄養科

山梨県栄養士会
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

森岡　千代野 森岡料理教室
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

山口　安男 山梨県職業能力開発協会
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

平成○年○月○日現在

名　前 所　　　属 任期

佐久間　利和 おかめ鮨
平成３０年９月１１日～平成３２
年３月３１日（２年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

学校で学んでいることと実際の働く現場で求められているものの違いとか、学生の間に身につけて貰いたいこと等専門的
な知識、技能などについて意見を頂き,それを教育課程（授業）に反映していく。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

委員の任期は２年で今年は改選期であった。委員10名の内本校職員の委員2名を除く8名の内、6名を入れ替えた。最初
の１年の第1回会議は教育課程や授業の内容および生徒の授業評価等について説明し、２月に行われる第２回目に意見
を頂く。２年目ではそれがどのように変わったかと自己評価について検討して貰う。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿



（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

調理実習においてはオーナーシェフや調理長といった最も調理技術や技能の優れた調理師に指導をお願いしている。ま
た、校外実習においては1年時に60時間、2年時に90時間を実際の調理現場において計画的に調理実習をさせて頂いて
いる。調理実習は学期ごとに実技試験を行いそれを７０点満点とし、授業に取り組む姿勢を普段点として２０点、出席点と
して１０点以上の合計１００点満点で評価している。校外実習については観点別評価とし、それぞれの観点別に５段階で評
価して、総合評価も５段階評価としている。それの評価を年度末評価に組み入れて評価している。



（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等
研修名「正しい庖丁の研ぎ方　　」（連携企業等：　株式会社　堺　石藤）
期間：４月１８日（水）　　　　　　対象：学生及び本校職員
内容：庖丁に関する基礎知識の講義が１時間、庖丁の研ぎ方を実演を交えて実際に庖丁を研ぐので１時間、合計２時間の
講習会
②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「企業との情報交換会」（連携企業等：山梨県中小企業団体・山梨県経営者協会など）
期間：平成31年１月２３日（水）　　　　　　対象：就職指導担当職員
内容：　企業の人事担当者様から現在の企業状態や新入社員に求める条件などを伺うことで企業が求めている人材をし、
ミスマッチのない就職指導ができるように情報を収集する。

※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記　　（目的）　第１条　この規程は、学則第１２条第４項に規定する教
職員の研修について、必要な事項を定めることを目的とする。　（研修の定義）第２条　ここでいう研修とは、職員が業務を遂行する上で必要な研
修会、講演会等及び教員（「非常勤講師」を含む）の教育に関すること、あるいは専門的な知識や技能に関することについての研修会、講演会を
いう。（関係団体主催あるいは教育関係団体主催のものを含む。）　　（研修の活用）第３条研修の参加については、校長の職務命令で行い、終了
後、報告を復命する。必要に応じ伝達講習も開催する。　　（研修の対象者）第４条　研修の対象者を次のとおりとする。　２．学校の職員、教員、非
常勤講師、実習助手を対象とする。　　（費用弁償）第５条　研修の費用弁償については、本校が定める基準により支払う。　（その他）第６条　研修
の対象にはならないが、校長が受講あるいは参加が学校に間接的に有益なものと認めたものについては職務専念免除扱いとする。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等
研修名　「日本料理の専門調理師の資格を取得するための技術研修」　（連携企業等：日本料理の本校非常勤講師2名　）
期間：７月23日（月）～H31年2月5日(火)　　　　　　対象：本校職員
内容：日本料理の専門調理師の資格を取得するための国家試験「調理技術技能評価試験」に合格するため技術技能研
修
②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「ジョブカード作成アドバイザー」
期間：平成30年２月２１日（水）　　　　　　対象：生徒の就職活動の支援をするための指導力の向上にむけて
内容：「ジョブカード作成アドバイザー」の資格を取得するための講習会に参加し2名が受講し、取得した。

調理実習
（校外実習）

日本・西洋・中国・製菓　それぞれの調理分野で協力を頂
ける企業に於いて校外実習を行っている。日々変化を遂
げる外食産業界のニーズに対応できる人材教育を目指
し、現場の実務やサービスを実体験する。

甲府富士屋ホテル、古名屋ホテル、星野リ
ゾート八ヶ岳、(株)シャトー勝沼、和食処佳幸、
イストアール、青春カンパニー、(有)おかめ
鮨、和成保育園、(株)ＫＲＧ、日清医療食品
(株)　等

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

調理実習
日本・西洋・中国料理の各分野において現場で活躍してい
る料理長等を講師に招き実習を行っている。

日本料理では割烹「四季の料理ふ
えふき」　西洋料理では「ビストロホ
サカ」中国料理では「四川菜館」の
オーナーシェフや料理長。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。



種別

社長

教授
栄養士会
会長
自治会長
ＰＴＡ
会社経営

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
URL:http://www.shuho264.com/

（１０）国際連携の状況 (10）その他
（１１）その他 0

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（７）学生納付金・修学支援 (7)学納金について
（８）学校の財務 (8)学校の財務について
（９）学校評価 (9)学校評価について

（４）キャリア教育・実践的職業教育 (4)本校のキャリア教育について
（５）様々な教育活動・教育環境 (5)本校の社会貢献、地域貢献への取り組み、
（６）学生の生活支援 (6)学生の募集活動と受け入れ

（１）学校の概要、目標及び計画 (1)学校の概要、目標、事業計画
（２）各学科等の教育 (2)各学科の教育課程の説明、実習内容の概要説明
（３）教職員 (3)　教職員、生徒数(入学、卒業者数、退学率等）　

URL:http://www.shuho264.com/

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

本校の取り組みや、実状についてもれなく情報を提示している。また自己評価について包み隠さず説明し委員の方々に正
しく判断できるよう情報を提供している。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

佐藤　一照 保護者
平成３０年９月１１日～平成３２
年３０月３１日（２年）

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

田草川　憲男 山梨学院短期大学，山梨県栄養士会
平成３０年９月１１日～平成３２
年３０月３１日（２年）

三枝　正雄 山城地区自治会 平成３０年９月１１日～平成３２
年３０月３１日（２年）

　　　平成○年○月○日現在

名　前 所　　　属 任期

佐久間　利和 (有)　おかめ鮨
平成３０年９月１１日～平成３２
年３０月３１日（２年）

（１１）国際交流
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況
生徒募集について、高校の新卒者をより多く集めることだけに専念するのではなく、社会人を取り込む工夫を考え実施す
るようになった。また、学校の社会貢献が学校の認知度を上げるとの意見に従って、親子料理教室を今年から行ってい
る。
（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

（８）財務 財務
（９）法令等の遵守 法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献・地域貢献

（５）学生支援 学生支援
（６）教育環境 教育環境
（７）学生の受入れ募集 学生の募集活動と受入

（２）学校運営 学校運営
（３）教育活動 教育活動
（４）学修成果 学修成果

（１）学校関係者評価の基本方針
学校の教育理念、方針、目指す育成人材像等について説明し、本校の行っている教育活動や地域貢献・社会貢献等につ
いて写真等を交えて具体的に活動実績を報告し、判断材料を少しでも多く開示している。また、キャリア教育や生徒募集と
いったこと、財務状況も包み隠さず提示している。自己評価も良いも悪いもそのまま提示し、学校関係者評価が正しく行わ
れるようにしている。
（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 理念・目的・育成人材像

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係



必
　
　
修

選
択
必
修

自
由
選
択

講
　
　
義

演
　
　
習

実
験
・
実
習
・
実
技

校
　
　
内

校
　
　
外

専
　
　
任

兼
　
　
任

○ 衛生法規
最低限の法的考え方や基礎知識を学ぶこと
により、食中毒などによる事故や事件を未
然に防止するための法規を学習する。

1
通

30 1 ○ ○ ○

○ 公衆衛生学
調理師に課せられた食の安全は、重要な使
命である。食を原因とした感染症予防を理
解し、健康保持を行う重要性を学習する。

1
通

60 2 ○ ○ ○

○ 栄養学

食品の成分や特徴、食品の加工や貯蔵の方
法、生産流通の仕組み、エネルギーや栄養
や体内での働きに関する知識を学び、栄養
と健康の関わりを理解する。

1
通

60 2 ○ ○ ○

○ 食品学
食品の知識と嗜好特性について学び、調理
において中心的存在となる食品についての
正しい視点を学ぶ。

1
通

90 3 ○ ○ ○

○ 食品衛生学

食品の安全の重要性を認識し、飲食による
危害の原因とその予防法に関する知識や技
術を学ぶとともに、食品衛生に関する法規
及び対策の目的や内容を理解する。

1
通

120 4 ○ ○ ○

○ 食品衛生実習
実験を通して、衛生知識を深める。基礎的
な実験技術を学び、レポートの書き方や実
験結果を考察する能力を身につける。

1
通

30 1 △ ○ ○ ○

○ 調理理論
調理の目的や調理技術に関する原理を学
び、理論に裏付けされた調理を学ぶ。

1
通

120 4 ○ ○ ○

○ 食文化概論
食文化の成り立ち、日本と世界の食文化及
びその料理の特徴を理解し、食文化の継承
について学ぶ。

1
通

60 2 ○ ○ ○

○ 調理実習
（含校外実習）

日本・西洋・中国・製菓 それぞれの調理
について、必須の基礎技術を習得し、校外
実習では、日々変化を遂げる外食産業界の
ニーズに対応できる人材教育を目指し、現
場の実務やサービスを実体験する。

1
通

300 ○ ○ △ ○ ○

○
総合調理実習
Ⅰ

衛生管理、献立・調理、食事環境、接遇等
を総合的に学ぶことにより、調理師の業務
全体を理解させる。集団調理の基本技術を
習得するとともに食品、栄養と健康の関わ
りについて，調理を通して食事に調整する
意義を理解させる。

1
通

90 3 △ ○ ○ ○

○ 食育Ⅰ

安全なものをおいしく食べる。楽しく正し
く食べる。食料環境問題について考える。
３つの視点から「食」への関心を高めると
ともに、豊かな人間性と社会性を学ぶ。

1
通

30 1 ○ ○ ○

場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

                  　　　　　　　　　　　授業科目等の概要

（衛生専門課程 専門調理技術学科）平成３０年度

分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法



○ 調理実習
（含校外実習）

日本・西洋・中国・製菓 それぞれの調理
について、必須の基礎技術を習得し、校外
実習では、日々変化を遂げる外食産業界の
ニーズに対応できる人材教育を目指し、現
場の実務やサービスを実体験する。

2
通

450 15 ○ ○ △ ○ ○

○
総合調理実習
Ⅱ

集団調理の基本技術を習得するとともに、
食品、栄養と健康の関わりについて、調理
を通して食事に調整する意義を理解させ
る。

2
通

30 1 △ ○ ○ ○

○ 食育Ⅱ
食育に関する専門的な知識や技術を身につ
け、食育指導もできる調理師をめざす。

2
通

30 1 ○ ○ ○

○
サ イ エ ン ス
クッキング

調理過程における変化を実験で解明し、科
学的知識を高め、調理の本質を理解する。

2
通

60 2 △ ○ ○ ○

○ 経営学

生活がビジネスに囲まれ、ビジネスに支え
られて成り立っていることや企業の経営理
念、流通活動や一連の売買取引について学
ぶ。

2
通

60 2 ○ ○ ○

○ 商業簿記
「簿記の基礎」「取引の記帳」「決算」な
ど実社会に役立つよう商業簿記の基礎知識
を学ぶ。

2
通

30 1 ○ ○ ○

○
マーケティン
グ

消費者や客が求めているサービスや嗜好な
どから食環境を分析し、マネジメントでき
る。

2
通

30 1 ○ ○ ○

○ 茶・華道

日本の伝統文化である茶道，及び華道を学
ぶ事により日本文化・習慣・礼儀、日本の
おもてなしの心を学び、併せて調理におけ
る季節感等の感性を磨く。

2
通

60 2 △ ○ ○ ○

○ ワイン学
西洋料理の調味料として広く使われている
ワイン、また、料理を引き立てるためのお
酒としてのワインについて深く学ぶ。

2
通

30 1 ○ ○ △ ○

○ フランス語
世界の中の料理の基本といわれるフランス
料理に使われているフランス語の基本を学
習し、調理現場で役立たせる。

2
通

30 1 ○ ○ ○

○
接客・接遇
サービス

一般的な洋食・和食の外食産業での基本的
な接客サービスを習得すると同時に社会人
としてのマナーを学ぶ。

2
通

30 1 ○ △ ○ ○

　２１　　科目

◆学年末において、各学期末に行った試験、実習の成果、履修状況等を
　総合的に勘案して単位を与えるものとする。
◆出席時数が３分の２に達しないものは、その科目について評価を受けることがで
　 きない。よって、進級・卒業はできない。
◆出席時数が３分の２以下で、時数が満たないために単位数が得られない場合は、
　 時間外又は卒業延期等の方法により必要な補習を行い、単位を与えることが

◆８５～100点をA評価、７０～８４点をB評価、６０～６９点をC評価、
  ５９点以下を D評価としている。D評価の場合は、追認試験を受けることが

できる。
◆出席状況・試験結果・提出物・受講態度等に基づき評価点６０点以上を単位の

３学期の授業期間 ９週
総授業期間 ４２週

できる。

認定とする。

１学年の学期区分 ３期
１学期の授業期間 １６週
２学期の授業期間 １７週

合計 １８３０単位時間(６１ 単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等


